
記者発表資料
平成２５年 １月３１日

宮城県 東部土木事務所

国土交通省 北上川下流河川事務所

一般県道鳴瀬南郷線 付け替え県道・西福田橋の供用を開始

～鳴瀬川の堤防強化（国）と道路改良（県）の合併事業～

東松島市の一般県道鳴瀬南郷線で進めてまいりました、付け替え県道及び西

福田橋架け替え工事がこのたび完成し、平成２５年２月６日（水）午前１０時

に供用を開始することになりましたので、お知らせします。

この工事は、国土交通省北上川下流河川事務所が実施する一級河川鳴瀬川の

堤防強化と宮城県東部土木事務所が実施する一般県道鳴瀬南郷線の拡幅及び橋

梁改良との合併事業として、平成２１年に着工しました。

今回の供用により、狭い車道幅員も解消し、幹線道路としての信頼性向上と

ともに、復旧復興に伴い交通量も増加している状況の中、安全の確保が可能と

なります。

【供用概要】

◆供用日時 平成２５年２月６日（水）午前１０：００

◆供用区間 東松島市新田字新田前から同市西福田字筒ノ山

延長 約３．２ｋｍ

（このうち約1.7ｋｍは平成22年10月1日から順次供用済み）

◆位置および事業概要 ※別添参照

この記者発表は、ホームページでご覧になれます。

東部土木事務所：ホームページアドレス【http://www.pref.miyagi.jp/et-dbk/】

北上川下流河川事務所ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】

〈記者発表先：石巻記者クラブ、東北専門記者会〉

【問い合わせ先】

宮城県 東部土木事務所

道路建設第二班 荒井・沼澤

ＴＥＬ ０２２５－９４－８７８６

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

技術副所長 本田 英則 （内線２０４）

工務第二課長 斉藤 喜浩 （内線３２１）

ＴＥＬ ０２２５－９５－０１９４（代表）



別添 位置および事業概要

・事 業 名 鳴瀬川改修附帯一般県道鳴瀬南郷線付替，西福田橋架替工事

・事業延長 L＝３．３４ｋｍ（内，橋梁L＝８４ｍ）

・幅 員 道路部W＝６．０ｍ 橋梁部，取付道路部W＝７．７５ｍ

W=6m

表層 ｔ＝5cm

上層路盤 ｔ＝6cm

下層路盤 ｔ＝37cm

供用延長L=3.2km

西福田橋

【旧県道】

H23年10月撮影

【新県道】

H25年1月撮影

【新橋】

【 旧 橋 】

【西福田橋】

H25年1月撮影




